
             2021 年 12 月 10 日 
美濃戸高原別荘地連絡会会員各位 
                          連絡会会長 中村敏昭 
   

蓼科観光管理費値上げに関し、2022 年度分請求にも連絡会方針堅持のお知らせ  
 
前略  2021 年もあと暫くで年末を迎えようとしております。最重要課題である管理費

値上げ問題は本年 4月の社長面談（会報 46 号夏号でお知らせ済）においても会社からは何

ら前向きの姿勢は見られず残念ながら足掛け 2年が過ぎようとしております。昨年より会

員の皆様には連絡会方針堅持のお知らせをしております。会社から来年初に未納分を含め

た 2022 年度管理費等請求書が皆様のお手元に届くと思われますので改めて連絡会方針にご

賛同頂けますようここにお願い申し上げます。 
尚、会社との交渉状況については年末にお届けする会報 47 号冬号の会長挨拶でもご紹介

しておりますのでご覧ください。  
                                  草々 
                                  
『2022 年度の管理費支払いも今年度同様の対応で進めます。』 

 
 会社要求  旧金額の「60％アップ」 未だに値上げ根拠の論理的説明（管理規約違反

等）は無く、昨年 10 月に会社から提示された経営合理化案は本年 3 月、美

濃戸管理事務所に経理担当者が新たに赴任し、及び別荘地の物件販売仲介業

務を宅建業免許を持つ信州土地建物株式会社にやっと外注したのみで、その

他の具体的な説明はありません。 
連絡会方針 旧金額の「25％アップ」です。 但し値上げ額は上物付、更地とも均等 1 万

円（税別）のアップですので更地の方は率で 50％アップになります。  
 

〇会社からの管理費請求額（消費税込み）が１区画当たり・・ 
   「更地」の方 ３５,２００円は → ３３,０００円でお振込みください。 
「建物付き」の方 ７０,４００円は → ５５,０００円でお振込みください。 
 
★会社請求額に添付されている督促料金（2020、2021 年度分）は無視されてください。 
★振込用紙にはお名前と区画番号をお書きください。任意ですが、会方針に沿う意思  
を表明いただくと幸いです。 

 ★管理費以外の地代（借地の方）、水道使用料金、水道施設大規模修繕工事積立金の請求 
額は会社請求額通りでお支払いください。 
 

尚、前年度以前にはうっかり地代などと一緒に会社請求書通りに払ってしまったが、改

めて状況を認識したので今後は必ず連絡会方針通りで送金すると確約された方が何人もお

られましたことをお知らせいたします。 
 
ご質問のある方はホームページ「ご質問・ご意見」メールまたは事務局宛て 
080-1086-4884 へご連絡ください。 

 
 


